
 
平成３１年１月２５日 

質問及び回答票  
事業名：荒尾市防災情報伝達システム設備整備事業  

（質問事項は原文のまま掲載しています。） 
ページ 質問事項 回答 

要求水準書 
P1、第 1条 

（１） 「具体的仕様及び機器の性能等につ

いては、本書が示す性能規定以上の

提案を行うこと」とありますが、本

水準順書の仕様を満足しない提案は

認められないということでしょう

か。 

原則として認めません。ただし、他機能によっ

て補完され同等以上の性能を有する場合は、内

容について評価委員にて判断するため、その旨

を記載の上、提案をお願いします。 

要求水準書 
P2、（４） 

「ARIB STD-T86最新版」とありま

すが、上記 T86 の仕様が要求水準と

解釈してよろしいでしょうか。他方

式の提案は認められますでしょう

か。 

同等以上の性能を有すると判断される場合、他

方式での提案も可能となります。 

要求水準書 
P5、第 2条 

（１）① 「Ｊ－ＡＬＥＲＴ送信種別を任意に

変更できること」とは、親局からＪ

－ＡＬＥＲＴの設定内容を変更でき

るという解釈でよろしいでしょう

か。 

親局からの操作にて J-ALERT の設定内容を変

更することは想定しておりません。 

J-ALERTの情報種別に変更が生じた場合に、防

災情報伝達システムにおいて必要な変更が任

意に可能であることを想定します。 

 

要求水準書 
P6 

（１）⑨ 「設定した重要度に応じた音量レベ

ル、優先度にて情報伝達が可能であ

ること」について、「重要度の設定」

は事前に行うのでしょうか。また「優

先度」とは、何と比較しての優先度

でしょうか。 

重要度の設定については、事前及び発信時どち

らでも構いません。また、優先度につきまして

は、定時放送などと比較し、住民の避難行動な

ど人命に係る情報を優先することを想定して

おります。 

 

要求水準書 
P7 

（４）５ 「屋外拡声子局の機器遠隔監視機能

により収集する情報に対し、警告レ

ベルに達した情報を、操作端末の画

面にポップアップ表示することが可

能であること」について、「収集する

情報」とはテレメータを想定されて

いますでしょうか。 

テレメータは想定しておりません。 

要求水準書（P7、（4））①機器遠隔監視機能に

おいて異常発生時の情報収集を想定しており

ます。 

 



ページ 質問事項 回答 
要求水準書 
P8 

（６）② 「親局設備等において、スマートフ

ォンアプリへ向けた放送内容の到達

状況確認が可能であること」につい

て、「到達状況の確認」も 5000 ﾗｲｾﾝ

ｽ数を想定してよろしいでしょうか。 

5,000ライセンスでの想定となります。 

 

要求水準書 
P10 ３ 

（２） 「バッテリー残量等の動作状況情報

を親局設備等へ通知することが可能

であること」とありますが、使用中

にバッテリーの残量把握は困難であ

ることから、低下時にアラーム情報

を上げることでもよろしいでしょう

か。 

構いません。屋外拡声子局における異常が親局

設備等にて、把握が可能であることを想定して

おります。 

要求水準書

P10 ４ 

（１） 「親局設備等から通常放送機能によ

り配信される音声情報の受信・確認

が可能であること」とは、受信時に

親局に確認結果を通知するというこ

とでしょうか。 

親局設備等から通常放送機能により配信され

る音声情報を受信した端末にて受信者が確認

可能であることを想定しております。 

要求水準書 
P10 ４ 

（２） 「親局設備等から配信される緊急速

報メールについて、受信・確認が可

能であること」とは、受信時に親局

に確認結果を通知するということで

しょうか。 

親局設備等から配信される緊急速報メール情

報を受信した端末にて受信者が確認可能であ

ることを想定しております。 

要求水準書 
P10 ４ 

（２） 「親局設備等から J-ALERT 連携放

送による配信される音声情報の受

信・確認が可能であること」とは、

受信時に親局に確認結果を通知する

ということでしょうか。 

親局設備等から J-ALERT 連携放送による配信

される音声情報を受信した端末にて受信者が

確認可能であることを想定しております。 

実施要領 
P.5 

６提案書等及び参加資格要件確認書

類について 

（１）提案書等の提出【提案書等】 

②～⑤技術提案書の項目に「事業者

名は正本のみに記載すること。」との

記載がありますが、副本については

表紙のみでなく、本文についても事

業者名を記載してはならないという

解釈でしょうか。 

副本につきましては、表紙だけでなく本文につ

いても事業者名の記載はご遠慮ください。 

 

 



ページ 質問事項 回答 
実施要領 

P.9 

７審査選考方法 

（２）二次審査（プレゼンテーショ

ン）ア ④出席者 

出席者が４名以内との記載がありま

すが、４名以内であれば採用する機

器製造者の技術者を出席させること

は可能でしょうか。 

プレゼンテーションにおいて、機器等の説明に

機器製造者の技術者が必要な場合、出席可能で

す。 

要求水準書 

P.6 

第３章 各種要求水準 

第２条 防災情報伝達システム 

１親局設備（１）情報配信機能 

⑤ 既設ホームページとの連携との

記載がありますが、連携費用の積算

を行うため、接続インターフェース

の開示、又はホームページ納入業者

（ご担当、連絡先等）をご教示願い

ます。 

ホームページ管理事業者を以下のとおり掲載し、

回答とさせていただきます。 

【事業者名】株式会社 DAZZ‐STYLE 

【所在地】熊本県宇城市松橋町両仲間 65-1 

【電話番号】0964-33-1031 

【担当者】上月（こうづき） 

要求水準書 

P.6 

第３章 各種要求水準 

第２条 防災情報伝達システム 

１親局設備（１）情報配信機能 

⑥ 既設登録制メールとの連携との

記載がありますが、連携費用の積算

を行うため、接続インターフェース

の開示、又はホームページ納入業者

（ご担当、連絡先等）をご教示願い

ます。 

既設登録制メールのシステムにつきましては、ホ

ームページとの関連はございませんので、当該シ

ステムのサービス提供事業者を掲載し、回答とさ

せていただきます。 

【事業者名】株式会社有明ねっとこむ 

【所在地】福岡県大牟田市不知火町一丁目 3番地

の 10 

【電話番号】0944-55-7331 

 

 

要求水準書 

P.10 

第３章 各種要求水準 

第２条 防災情報伝達システム 

４ 屋内受信端末（２）緊急速報メー

ル受信機能 

親局設備等から配信される緊急速報

メールについて、受信・確認が可能

であること。との記載がありますが、

緊急速報メール、及びエリアメール

を直接受信するために、端末毎にキ

ャリアと契約するという解釈でよろ

しいでしょうか。 

 

基本的には親局設備等からの配信を想定してお

りますが、直接受信するために、端末毎にキャリ

アと契約することも可能です。なお、キャリアと

の契約に際し、必要となるコストにつきましては

実施要領６（１）④に基づき提出をお願いします。 



ページ 質問事項 回答 
要求水準書 

P.12 

第３章 各種要求水準 

第３条 総合防災システム 

３映像制御システム 

本市災害対策本部等において、総合

防災システムの情報及びその他の情

報を動画あるいは静止画にて映像表

示ディスプレイフルハイビジョン液

晶ディスプレイ等に表示･･･との記

載がありますが、映像を表示するデ

ィスプレイについて、画面サイズの

制限はございますでしょうか。（部屋

の大きさや入口の大きさによる制

限） 

制限についてはございません。 

参考までに部屋の大きさの寸法を以下に記載

いたします。 

【部屋の規模】 

・入口の大きさ…幅：約１.５ｍ 

高さ：約１.８５ｍ 

・広さ…１１４㎡ 

要求水準書 

1/24頁 

屋外拡声子局による情報伝達は全住

民（市内全域）へ向けての放送によ

る伝達として想定されていますか？ 

全住民（市内全域）への放送による伝達は想定

しておりません。要求水準書への記載内容のと

おり、登下校時の小中学生及び海岸・海域に対

する放送を対象範囲と想定しております。 

実施要領 

2/12頁 

２－（８）⑨及び⑩ 

管理技術者（設計）において必要な

資格は御座いますか。 

資格の有無は問いません。ただし、実績につき

ましては、配置予定技術者実績説明書（設計業

務）（様式第１０号）にて確認いたします。 

実施要領 

P5 

 

６-（１）-① 

技術提案書でA４版 40ページ以内と

ありますが、独自提案も含めて 40ペ

ージなのでしょうか。それとも独自

提案は40ページとは別に追加が可能

なのでしょうか。 

独自提案につきましても、技術提案書の 40ペ

ージに含めた上でご提出をお願いします。 

実施要領 

P9 

 

7-（２）-④ 

プレゼンの出席ですが管理技術者も

含めて４名とありますが１～2 名増

やすことは可能でしょうか。 

 

出席者数におきましては、4名以内でお願いし

ます。 

実施要領 

P6 

 

６-（２） 

参加資格要件確認書類の①～⑯ 

とありますが、①～⑬ではないでしょ

うか。 

ご指摘のとおりです。訂正した内容は別途ホー

ムページに掲載させていただきます。 

 


